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シルバー人材センターでは 
草刈り・草取り・清掃など 
様々な作業を請負います。 

会員数206名（3月末現在） 

男性会員 145 名 

女性会員 61 名 



改定日  令和2年4月1日（水）作業分より 

 平素より那須町シルバー人材センターをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和2年4月1日より料金改定を実施させていただくこととなりました。 

今回の改定でお客様のご負担が大きくなってしまいますが、ご理解いただき、今後とも

変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 那須町シルバー人材センターは、高年齢者にふさわしい「臨時的で軽易な作業」を引き受けますので
在籍会員の状況によってはお受け出来ない場合もあります。 

 警備業法、郵便業法、古物営業法、道路運送法及び貨物運搬取扱い事業法、製造物責任法等の法律に
抵触するもの、並びに危険を伴う作業はお受けできません。 

 上記料金には消費税が含まれています。 
 材料費・燃料費・運搬費は別途請求いたします。    
 上記料金は基準であり、作業内容や状況によって変動いたします。   
 最低履行時間：2時間以内の作業は、2時間で計算いたします。 

料 金 改 定 の お 知 ら せ 

作業内容 
単 価 

1時間当り 
事務費込 
（10％） 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

作業内容 
単 価 

1時間当り 
事務費込 
（10％） 

大 工 1,300円 1,430円 清 掃 950円 1,045円 

塗 装 1,200円 1,320円 家事援助 900円 990円 

剪定・刈込み 1,300円 1,430円 受 付 900円 990円 

伐 採 1,300円 1,430円 作業内容 
単 価 

1枚当り 
事務費込 
（10％） 

草刈り 1,300円 1,430円 

障 子 

普 通 890円 979円 

薪切り（玉切り） 1,300円 1,430円 雪 見 1,140円 1,254円 

薪割り 1,200円 1,320円 猫 間 1,270円 1,397円 

土木作業 1,200円 1,320円 網 戸 900円 990円 

草取り 900円 990円 

襖 

片 面 1,340円 1,474円 

農作業 950円 1,045円 両 面 2,680円 2,948円 

落ち葉
さらい 

ブロア使用 1,300円 1,430円 作業内容 
単 価 

1本当り 
事務費込 
（10％） 

熊手使用 950円 1,045円 刃物研ぎ（包丁） 300円～ 330円～ 



皆さまのお仕事をシルバー会員がお手伝いします（一例） 

■独自事業（門松製作） 
 

・使用する竹の切り出しやワラの選別などを行い、 
 精魂こめて作っています。 
・門松のサイズは複数ご用意しております。 
 
※通年でのご注文は受けておりません。 
 注文の時期、門松の価格やサイズなどの 
 お問合わせはシルバー人材センターまで 

その他のご依頼にも対応して
おります。シルバー人材セン
ターまでお問合わせください 

■一般作業分野 
・草刈り（機械）   ・草取り     
・屋内外の清掃    ・農作業  
 

■技能分野 
・植木の剪定     ・刃物研ぎ 
・大工作業      ・塗装作業   
・襖、障子、網戸の張替  
 

■事務・管理分野 
・事務、経理補助 
・施設管理  
 

■サービス分野 
・福祉サービス 
・家事援助サービス  

◆ズボンのすそ上げ 600円～ 
 

その他のお直しについてはセンター 
にお問合わせください。 
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派遣の仕事とは、シルバー人材センターが発注者から仕事を引き受け、シルバー
人材センター連合会が派遣元となる就業形態です。会員は、派遣先の従業員と一
緒に働いたり、指揮命令を受けながら仕事を行います。 
 

◆就業形態別の主な相違点 
 

 
 
 

 
 

公益社団法人  

那須町シルバー人材センター 
 

〒329-3222 
栃木県那須郡那須町大字寺子丙4-19 
 

電話   
FAX  
URL 
 

午前8：30～午後5：15 

（土・日・祝日・年末年始を除く）   

0287-72-6321 
0287-71-2220 
http://nasu-sc.sakura.ne.jp/ 

項  目 請負・委任による就業 シルバー派遣事業 

 仕事の期間・内容 

 臨時的・短期的な就業または 
 軽易な業務 
 （おおむね月10日程度以内 
 または週20時間を超えないこと） 

 臨時的・短期的な就業または 
 軽易な業務 
 （おおむね月10日程度以内 
 または週40時間を超えないこと） 
 ※業種によっては20時間 

 雇用関係の有無  なし  あり（派遣労働中のみ） 

 発注者の指揮命令  受けない  受ける 

 業務例  植木剪定、除草、障子張り 等  接客、給仕、自動車運転 等 

 
 
 

有資格者増員のため、令和2年2月10日～12日
にチェンソーを使用した伐木等の業務特別教育
講習会を開催しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※那須町シルバー人材センターでは雇用・就業のための 
 さまざまな講習会を開催しております。 

 

■新規会員 入会説明会の予定 
 

事務所の地番変更のお知らせ 
※地籍調査で地番が変更となりました 

 

 現 行 寺子丙4-5 
 変更後 寺子丙4-19 

・ 6 月 17 日
・ 8 月 12 日
・ 10 月 14 日
・ 12 月 16 日
・ 2 月 17 日


